
大口町告示第３６号 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３７条第１項の規定に基づき、道路の占

用を制限する区域を次のように指定する。 

 その関係図面は、告示の日から１箇月間建設部維持管理課において一般の縦覧に

供する。 

 

  令和８年３月２７日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

１ 占用を制限する区域 

道路の種類 路線名 占用を制限する区域 

市町村道 秋田２１号線 大口町秋田二丁目１８番３地先から 

大口町丸二丁目７７番１地先まで 

市町村道 大口桃花台線 大口町丸二丁目７７番１地先から 

大口町伝右一丁目１番地先まで 

市町村道 柏森大口線 大口町伝右一丁目１番地先から 

大口町伝右二丁目３０番１地先まで 

２ 制限の対象とする占用物件 

  新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた

電柱の更新又は移設によるものを除く。）。ただし、電柱を地上に設けるやむ

を得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができな

いと認められる場合は、この限りでない。 

３ 占用を制限する理由 

  緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害 

の拡大を防止するため。 

４ 占用の制限の開始の期日 

  令和８年３月２７日 



■道路占用制限する指定路線一覧（第３次緊急輸送道路）
・道路公団、道路公社、名古屋高速、国土交通省（指定区間）、名古屋市管理区間、指定済み区間は除く

市町村名 警察署
緊急
区分

道路
種別

路線名(路線番号) 起点 地先表示 終点 地先表示 担当建設事務所 指定済

大口町 江南 3次 市町村道 高岡線 大口町道高岡線交差(大口町境) 二ツ屋一丁目１０７番２ 中小口3丁目交差点 中小口三丁目３１４番１ 一宮
大口町 江南 3次 市町村道 柏森大口線 大口町役場西交差点 下小口七丁目１６０番 伝右交差点 伝右一丁目２４４番 一宮
大口町 江南 3次 市町村道 役場前線 大口町役場 下小口七丁目１５５番 大口町役場西交差点 下小口七丁目1５９番 一宮

（別紙）
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緊急輸送道路改定箇所

2-3②

○都市防災推進事業で整備した町道へルート変更

大口町 町道 秋田２１号線 大口町 若宮江南線交点 大口桃花台線交点 指定

大口町 町道 大口桃花台線 大口町 秋田２１号線交点
柏森大口線交点(健康文化セン

ター西交差点) 指定

大口町 町道 柏森大口線 大口町 大口桃花台線交点(健康
文化センター西交差点)

伝右交差点 解除

道路
管理者

道路
種別

路線名
（路線番号）

市町村名 起点
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改定箇所 現在の指定状況

終点

緊急輸送道路

延長(m)
占用制限
指定/解除

436

除外

ルートを変更


